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申告前に書類の確認を！
■申告相談を受けられる方は、次の書類をお持ちください。（□欄を使って確認してください）
■税務署から確定申告書が送られている方は、必ずその申告書をお持ちください。

●すべての方
　□印鑑　　□社会保険料、国民年金等掛金等の領収書又は証明書　　□生命保険料支払証明書
　□地震保険料支払証明書　　□医療費の領収書（支払先ごとに集計）　　□身体障害者手帳
　□火災、雪害、盗難の損害があった時はその証明書（警察署、消防署から発行されるもの）又は領収書
　□在学証明書（大学生のいる家庭）　　□預金口座番号のわかるもの（還付申告の場合）

●譲渡所得のある方　　□譲渡した物件の売買契約書　　□譲渡費用（手数料、測量費）などの領収書
　□特別控除の特例を受ける場合は、その内容が確認できる書類

●利子、配当、一時所得のある方
　□支払調書等、支払額がわかるもの　　□経費がある場合は、その額のわかるもの

●農業所得のある方
　□収支内訳書、帳簿、農協等の出荷証明書
　□米政策に係る拠出金などの雑収入の証明書
　□土地改良費、その他必要経費の領収書

●給与所得のある方　□給与・報酬等の源泉徴収票
　※所得税の確定申告をする場合は、必ず源泉徴収
票原本の添付が必要です。２か所以上から給与
・報酬等が支払われている場合は、源泉徴収の有
無に関わらず、全ての源泉徴収票が必要です。

●年金所得のある方　□公的年金の源泉徴収票
　※所得税の確定申告をする場合は、必ず源泉徴収
票原本の添付が必要です。２か所以上から公的年
金を受給している場合は、源泉徴収の有無に関わ
らず、全ての源泉徴収票が必要です。

●営業、不動産収入のある方
　□収支内訳書、帳簿
　□報酬・不動産の支払調書
　□必要経費の領収書
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平
成
28
年
度「
市
・
県
民
税
申
告
」は
、
平
成
27
年
中
の
収
入
や
控
除
に

つ
い
て
申
告
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
地
区
ご
と
に
日
程
が
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
日
程
表
を
確
認
の
う
え
、
指
定
の
会
場
で
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
会
場
及
び
日
時
の
変
更
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
資

料
準
備
の
た
め
、
希
望
日
の
前
日
ま
で
に
電
話
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
申
告
を
し
な
い
と
ど
う
な
る
？

　
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
が
未
申
告
の
場
合
、
各
種
届
け
出
や

申
請
に
必
要
な
証
明
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
民
健
康

保
険
税
、
介
護
保
険
料
の
算
定
や
国
民
年
金
・
福
祉
・
保
育
等
の
各
種
判

定
に
お
い
て
不
利
益
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
が
必
要
な

方
は
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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な
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◆
申
告
す
る
必
要
の
な
い
方

　
前
年
中
に
給
与
・
賞
与
等
の
支
払
い
を

し
た
事
業
所
は
、
１
月
31
日
ま
で
に
前
年

中
の
給
与
所
得
の
金
額
、
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
当
該
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る

方
の
１
月
１
日
現
在
の
居
住
市
町
村
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
申
告
相
談
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
早
め

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

◆
事
業
主
の
方
へ

 

◆
社
会
保
険
料
の
納
付
確
認
書
の

   

発
行
に
つ
い
て

▼申告確認チェックシート

　上記チェックシートにより申告が不要となった方でも、国民健康保険に
加入している場合は申告が必要です。

※国民健康保険税の申告

平成28年１月１日現在で北秋田市に
住んでいましたか？

１月１日現在の住所地の市町村へ申告が
必要な場合があります。

所得税の確定申告書を税務署に提出
(または電子申告)しますか？ 市への申告書の提出は不要です。

収入は公的年金のみですか？ 医療費控除などの
所得控除等を申告
しますか？

給与は年末調整をしましたか？

申
告
相
談

２
月
４
日
〜
３
月
15
日

　
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
北
秋
田
市

に
お
住
ま
い
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
で
す
。

①
平
成
27
年
中
に
営
業
、
農
業
、
そ
の
他

の
事
業
や
不
動
産
業
を
営
ん
で
い
る
方
、

小
作
料
、
配
当
、
譲
渡
、
一
時
所
得
な
ど

が
あ
っ
た
方

②
給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
方

▼
２
か
所
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
を
受

け
た
方
で
、
年
末
調
整
を
行
っ
て
い
な
い

方
や
年
度
途
中
に
退
職
し
た
方

▼
医
療
費
控
除
、
寄
付
金
控
除
、
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
な
ど
を
受
け
る
方

③
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、
次

に
該
当
す
る
方

▼
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
控
除
、
医

療
費
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
各
種
所
得

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

※
平
成
27
年
分
の
確
定
申
告
書
に
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
の
個
人
番
号
は
記
入
不
要

で
す
。

①
税
務
署
へ
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提

出
さ
れ
る
方

②
給
与
所
得
以
外
に
所
得
が
な
く
、
職
場

で
年
末
調
整
を
済
ま
せ
て
い
る
方

③
市
内
に
居
住
し
て
い
る
親
族
の
扶
養
親

族
と
な
っ
て
い
る
方

④
公
的
年
金
等
以
外
の
収
入
が
無
い
方
で
、

各
種
所
得
控
除
の
適
用
を
受
け
な
い
方

　
平
成
27
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

や
、
障
害
者
年
金
、
遺
族
年
金
等
の
非

課
税
所
得
の
み
の
方
で
も
、
国
民
健
康

保
険
税
等
の
軽
減
判
定
や
所
得
証
明
書

等
の
税
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受

け
る
た
め
に
は
申
告
が
必
要
で
す
。

※
申
告
が
必
要
か
不
要
か
は
、
次
ペ
ー
ジ
の

チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
で
も
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
納
付
を
口
座
振

替
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
27
年
中
の
保

険
料
納
付
額
確
認
書
が
必
要
な
方
に
は
、

本
庁
又
は
各
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
に
て
無

料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

※
交
付
申
請
に
は
本
人
確
認
資
料
の
提
示

が
必
要
で
す
。

平成27年１月から12月までの間に
収入がありましたか？

北秋田市内に住んでいる親族に扶養され
ていますか？

収入は給与や公的年金のみで、営業・農業・
不動産等その他の収入はないですか？
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